
一
頁

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
八
十
三
号

薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
事
法
第
二
十
三

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
基
準
を
定
め
て
指
定
す
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
平
成
十
七
年
厚
生

労
働
省
告
示
第
百
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

細
川

律
夫

た
だ
し
書
中
「
と
き
」
の
下
に
「
又
は
放
射
性
医
薬
品
の
製
造
及
び
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号

）
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
放
射
性
医
薬
品
に
該
当
す
る
と
き
」
を
加
え
る
。

別
表
の
１
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(51)
汎
用
検
査
用
亜
鉛
キ
ッ
ト

(52)
汎
用
検
査
用
ク
ロ

ル
キ
ッ
ト

ー

(53)
汎
用
検
査
用
総
ヨ
ウ
素
キ
ッ
ト

(54)
汎
用
検
査
用
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
Ｅ
キ
ッ
ト

(55)
ミ
オ
イ
ノ
シ
ト

ル
キ
ッ
ト

ー

別
表
の
３
中

を
削
り
、

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（85）

（86）

（85）

（87）

（104）

（86）

（103）

（103）

(104)
ア
ン
バ
ウ
ン
ド
ビ
リ
ル
ビ
ン
キ
ッ
ト



二
頁

(105)
イ
ヌ
リ
ン
キ
ッ
ト

(106)
Ｍ
Ｄ
Ａ

―Ｌ
Ｄ
Ｌ

（酸
化
Ｌ
Ｄ
Ｌ

）キ
ッ
ト

(107)
間
接
ビ
リ
ル
ビ
ン
キ
ッ
ト

(108)
ト
リ
プ
シ
ノ

ゲ
ン
２
キ
ッ
ト

ー

(109)
フ
ェ
ノ

ル
ス
ル
ホ
フ
タ
レ
イ
ン
キ
ッ
ト

ー
た
ん

(110)
リ
ン
酸
化
タ
ウ
蛋
白
キ
ッ
ト

せ
ん

別
表
の
４

中
「甲

状
腺
刺
激
ホ
ル
モ
ン
受
容
抗
体
キ
ッ
ト

」
を
「甲

状
腺
刺
激
ホ
ル
モ
ン
レ
セ
プ
タ

抗
体
キ
ッ

（54）

ー

ト

」
に
改
め
、
同
表
の
４
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(92)
Ｉ
ｇ
Ｇ
抗
Ｇ
Ｍ
１
抗
体
キ
ッ
ト

(93)
Ｉ
ｇ
Ｇ
抗
Ｇ
Ｑ
１
ｂ
抗
体
キ
ッ
ト

(94)
抗
Ｂ
Ｐ
180Ｎ

Ｃ
16ａ

抗
体
測
定
キ
ッ
ト

(95)
シ
ト
ル
リ
ン
化
抗
原
に
対
す
る
抗
体
キ
ッ
ト

(96)
Ｔ
ｈ
２
ケ
モ
カ
イ
ン
・
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｃ
キ
ッ
ト

別
表
の
５
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(39)
低
カ
ル
ボ
キ
シ
ル
化
オ
ス
テ
オ
カ
ル
シ
ン
キ
ッ
ト

(40)
ヒ
ト
脳
性
ナ
ト
リ
ウ
ム
利
尿
ペ
プ
チ
ド
前
駆
体
Ｎ
端
フ
ラ
グ
メ
ン
ト
キ
ッ
ト



三
頁

別
表
の
８
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(22)
ク
ラ
ス
Ⅱ
汎
用
・
血
液
・
免
疫
・
内
分
泌
検
査
用
シ
リ

ズ
ー


